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件 名 延岡市情報化推進本部 (IT推進本部）の設置について（伺し、）

（別紙 枚）

平成 13年度、庁内情報化の推進のため、各課室毎に ITリーダー、各部代表課に ITリーダー幹事を設

置しましたが、本市における IT施策を総合的に推進し、 I T革命の進展に的確に対応するため、助役を

長とする延岡市情報化推進本部（ I T推進本部）を設置したいと思いますがよろしいでしょうか。

また各部局毎の IT化の推進母体として、各部局毎に情報化推進部会（ I T推進部会）を設置し、合わ

せて専門的検討をするワーキンググループのーっとして「セキュリティポリシ一分科会Jを設置したいと

思いますがよろしいでしょうか。 （裏面へ）

－－〆



員己

1. 設置の背景～ IT化の現状

昨年の住基ネット開通、本年 8月には住基カードの市民への交付開始など、電子自治体の推

進構想、は着実に進展しています。

また、本市も本年9月末には全国自治体をネットワークで結ぶLGWAN （総合行政ネット

ワーク）への接続を予定しており、机上のパソコンから国および自治体問の公文書やメールの

交換ができるようになり、さらに数年内には、電子申請や、電子入札、電子投票など、次々に

新しい倣且みが実現可能となります。

しかし、このように便利になる反面、個人情報の保護や不正アクセスなどに対する対策が不

十分で、は、他の自治体に被害を及ぼしたり、市民からの信頼を失うことになりますのでLGW  

ANの接続には成文化された情報セキュリティポリシー（情報保護対策基準）の制定が義務付

けられています。

以上のことから、 IT化施策を策定し、万全のセキュリティ対策のもとに実施していく中核

組織として、延岡市情報化推進本部（ I T推進本部）および各部情報化推進部会 (IT推進部

会）を設置するものです。

なお、総務省の作成した「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイド

ラインJでは、セキュリティポリシーの策定・運用を行う組織作りが、義務化されています。

2.設置の目的

1）行政情報および地域情報、広域情報の各種胞策の策定

2）セキュリティポリシ－（情報保護対策基準）の制定、運用管理

3.各組織の役割（別紙「組織図J「設置要綱j参照）

1) 情報化推進本部（IT推進本部）（別表 1参照）

( 1 ）各種情報化施策の総合調整を行う。

(2）’情報セキュリティポリシ一策定の総指的指揮をとり、制定後、確実な実施を図り、情報

セキュリティの維持管理を全庁的に行う

2) 各部情報化推進部会（IT推進部会）（別表 2参照）

( 1 ）部局毎の情報化推進を検討する。

(2）部局毎のセキュリティポリシーを作成する場合の陣頭指揮をとる。

(3）策定されたセキュリティポリシーを部局員に周知徹底させる。

3) I Tリーダー幹事会（設置済み）

( 1）各部情報化推進部会を補佐し、各部間の意見調整、連絡周知を行い、適宜その成果を各

部情報化対策推進部会に報告する。

(2）各部局毎のセキュリティポリシ一策定の作業を実際に進める上でのリーダーとなる。

4) I Tリーダー会（設置済み）

( 1）職員に対する IT （情報技術）の助言、指導を行う。

(2）独自のシステムを導入している課は、 ITリーダーが中心となり、その課独自のセキュ

リティポリシ一策定を行う。

5) ワーキンググループ

各分野における情報化施策について専門的に検討するため、必要に応じて設置する。

※ セキュリティポリシ一分科会（別表 3参照）

－延岡市の情報セキュリティポリシー基本方針及び対策基準の原案作成を行う0

・各システム毎の詳細なポリシーは、各課ITリーダが中心となり見ljに作成する。

※ 電子市役所、 LGWAN、セキュリティポリシーの説明については、別添「資料J参照

.. 



延岡市情報化推進本部組織図 （案）

本部長：助役

副本部長：企画部長情報化推進本部

事務局長：情報管理課長
本部員：各部長

情報化推進本部事務局

各部情報化推進部会 各部情報化推進部会 各部情報化推進部会

部会長：各部長

副部会長：連絡調整担当課長

部会員：各課長、 ITリーダー幹事

I Tリーダー

代表 ITリーダー （別表 2) 

I Tリーダ一幹事会

幹事会長：情報管理課長

副会長：情報管理課主幹

部会員：各部連絡調整担当係長

：代表 ITリーダー

（名簿参照）

I Tリーダー I Tリーダー

各課原員lj1名（名簿参照）

（別表 1) 

分野別

ワーキング

グループ

各種情報システ

ムを専門的に研

究

（例）

電子文書管理

電子決済

統合 OAシステム

セキュリティポ

リシー
電子申請・納税

電子入札

GI Sなど
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延岡市情報化推進本部設置要綱

（目的）

平成 1 5年 O月 O 日

企画部情報管理 課

第 1条 I T革命の進展に的確に対応し、本市における IT化を総合的に推進するた

め、延岡市情報化推進本部（以下「本部 J という）を設置する。

（所掌事務）

第 2条 本部は、次に娼げる事務を所掌する。

( 1 ) I T施策の推進に係る基本方針及び計画に関すること。

( 2 ) I T施策の推進に係る調整に関すること。

( 3 ）電子市役所の推進に関すること。

( 4 ）その他 IT施策の推進に関すること。

（組織）

第 3条 本部は、本部長、日lj本部長及び本部員をもって組織し、それぞれ別表 1に掲

げる職にある者をもって充てる。

2 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総理する。

3 同lj本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたと

きはその職務を代理する。

（会議）

第 4条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を本部の会議に出席させ

ることがで、きる。

（情報化推進部会）

第 5条 本部の事務を補助するため、各部局等に情報化推進部会（以下「部会 J とい

う）を置く。

2 部会は、部会長、同lj部会長、部会員及び次条に規定する IT リーダー幹事をもっ

て組織し、それぞれ別表 2に掲げる臓にある者をもって充てる。

3 部会長は部会を代表し、部会の事務を総理する。

4 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたとき

はその職務を代理する。

5 部会の会議は、部会長が招集し、部会長が議長となる。

6 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を部会の会議に出席させ

ることができる。



( I T リーダー幹事）

第 6条 本部員 を 事 務 面 及 び 技 術 面から補助するため、各部局等に IT リーダー幹事

を置く。

2 I T リーダ一幹事は、本部員が指名する。

3 I T リーダー幹事は、各部局等に 2名以上置くこととし、そのうち 1名は各部局

等の連絡調整担当係長とする。

4 全庁的な IT リーダ一幹事の会議は 情 報 管 理 課 長 が 招 集 し 情 報 管 理 課 長 が 議 長と

なる。

（ワーキンググループ）

第 7条 本部の事務のうち、各分野における情報化施策について専門的に検討するた

め、必要に応じてワーキンググループを置く。

( I T リーダー）

第 8条 各課（室）及び出先機関等（以下「各課（室）等J という）における情報化

の推進を図るため、各課（室）等 に IT リーダーを置く。

2 全庁的な IT リーダーの会議は情報管理課長が招集し情報管理課長が議長となる。

（庶務）

第 9条 本部の庶務は情報管理課に おいて処理し、部会の庶務は各部局等の連絡調整

担当課において処理する。

（委任）

第 10条 この要綱に定めるもののほか、本部等の運営等に関し必要な事項は、別に

定める。

附員IJ

この要綱は 、 平 成 15年 O月 O 日から施行する。

,, 
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別 表 1

情報化推進本部

区 分 職 名

本部長 助役

副本部長 企 画 部 長

本部員 総 務 部 長

市民環境部長

福祉保健部長

農林水産部長

商工 部 長

都市建設部長

上下水道部長

教 育 部 長

議会事務局長

消防長

別 表 2 一三j各部情報化推進部会

区 分 職 名 区 分 職 名

{c、． 部会 長 企画部長 部会長 総務 部長

副部会長 企画課長 副部会長 総務 課長

商
部会員 情報管理課長 総 部会員 職員課長

人権対策課長 管財課長

部
管理課長

女性行政推進室長

務 財政課長

市民税課長

企画課 ITリーク守一幹事 部 資産税課長

納税 課長

会計課長

区 分 月哉 名 総務課 ITリーク。一幹事

部会長 市民環境部長

副部会長 市民課長 区 分 職 名
市

部会員 国民健康保険課長
民

部会長 福祉保健部長

環 生活環境課長 福 副 部 会 長 高齢者対策課長

境
クリーンセンター資源対策課長

部
祉 部会員 福祉課長
保

清掃工場長 健 児童家庭課長

清掃工場建設準備室長 部 介護保険課長

市民課 ITリ－r一幹事 健康管理課長

高齢者対策課 ITリータ．一幹事



区 分 職 名 区 分 可能 名

部会長 農林水産部長
農

高lj部会長 農林課長
林

水 部会員 農村整備課長

商 部会長 商 工部 長

工 高tJ部会長 商業観光課長
部

部会員 工業振興課長

産
水産課長

部
商業観光線 IT リーク~ －幹事

］£ミ業委員会事務局

f：ミ林課 ITリーゲ一幹事 区 分 月議 名

部会長 教育部長

区 分 職 名

部会長 都市建設部長

都 副部会長 土木課長

市 区画整理課長
建

設 建築住宅課長

部 建築指導課長

副部会長 総務課長
教

部会員 学校教育課長ゴ円ョ＝

委 社会教育課長

員
保健体育課長

~ 
文化課長

図書 館長

高速道対策課長
教委総務課 ITリータ’一幹事

土木課 ITリーク.－幹事
区 分 ！織 名

上 部会長 上下水道部長

下 副部会長 業務課長
水

区 分 月哉 名

部会長 消防長

道 部会員 施設課長

局 下水道課長

副部会長 総務課長
業 務 課 ITリーグ一幹事

？自 部会員 予防課長
防

響防課長
本

官官 消防第一課長

消防第二課長

消防第＝課長

消防本部総務課 ITリ－r－幹事

議 区 分 ！倣 名

dコミ~ 
部会長 議会事務局長． 

選 副部会長 議会事務局次長

F目ti; 
部会員 選管委員会事務局長． 

匹~ 監査事務局長

査 議会事務局 ITリータ’一幹事

別表 3

情報セキュリティポリシ一分科会メンバー

関係課 関係業務

総務課 文書、広報、個人情報保護条例関係

職員課 罰 則 規 定 等 関 連

管 財課 庁舎管理（入退出）関係

監査事務局 システム監査関係

情 報 管 理 課 事務局

※関係課の担当係長及び担当者をもって組織する。
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事 務 連 絡

平成 1 5年 O月 O 日

（各部局長） 様

；~Y－~－［~ 
延岡市情報化推進本部

本 部 長 柳 田 喜継

延岡市情報化推進本部の設置及び本部員への就任並びに

延岡市（各部）情報化推進部会の設置及び部会長への就任について（通知）
小

Z計：lfi

このたび、本市における IT施策を総合的に推進し、 IT革命の進展に的確に対応す

るため、「延岡市情報化推進本部」を設置することとなりました。

つきましては、各部局長に「延岡市情報化推進本部Jの部会員として、またあわせて

各部局毎に設置する「延岡市各部情報化推進部会Jの部会長として御就任いただくこと

になりましたのでよろしくお願い申し上げます。

＜説明資料＞

1 延岡市情報化推進本部の概要

2 延岡市情報化推進本部組織図

3 延岡市情報化推進本部設置要綱

4 情報化推進本部 別表 1

5 各部情報化推進部会 別表 2

6 延岡市セキュリティポリシ一分科会 別表 3

7 電子市役所と LGWAN（総合行政ネットワーク）及びセキュリティポリシー

の作成と組織作り

【事務取扱】

情報管理課 ： 山本

内線 2 1 3 8 

r 



電子市役所とLGWAN （総合行政ネvトワーヴ）

iii~び台キュリティポリシーω作成と組織作り

ー・ 一一一一一一一「・



総合行政ネットワーク（LGWAN）とは・・．

同F環吋

I 
、
¥ 

／／  『＼ く納税＞

（ 自宅から ) －税金を納めるとき
"-.. .J手数料を納付するとき
一一一一 社会保険料を納めるとき

＜日常生活の各場面＞
ヲ｜つ越すとき
家を建てるとき
子供が生まれるとき
各種手当を申請するとき
公共施設を利用するとき

いつでも、どこからで
も行政サービスを受
けることができる

I lririi.. 

圃圃圃・・・・・
「 V

行政情報が公開され
ているのか、市役所に
行かないとわからな

，，
 

〆
〆

背景2ゴTを活用した行政改革の広がり
背景3：電子政府の実現に向けた国の動き

延岡電子市役所の実現

B電子県庁 総合行政ネットワーク
(LGWAN) 

［地方自治体を相互に接続するネットワーク］，

国
霞ヶ関WAN

国の行政機関を結ぶ
ネットワーク

C電子町役場

＜ビジネスの各場面＞
政府調達に入札するとき
事業認可を申請するとき
各種届出を行うとき
証明書発行を申請するとき
税の申告を行うとき

σり

A電子市役所



平成15年度のLGWAN接続で事務の流れが変わります

＜例＞ 平成15年10月からは、国県市町村からの公文書やメールは、直接机上のパソコンに届きます
また、電子署名（公印）のついた電子文書が原本となり、紙文書は、 16年度から無くなっていきます

開電牢安審要寝事安明F

延岡市庁内LAN

総合行政ネットワーク
(LGWAN) 

あ！ M県庁から会議の
案内が来た

M県庁庁内LAN

<POINT!> 
庁内では電子決済にまだ移行していないので、庁内の決裁は従来どおり、紙文書に
打出して行ないます。
庁外への文書で、必要なものには電子署名（公印）を付けて発送します

つ』
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LGWAN接続ではセキュリティーの確保が求められます

情報資産に対する脅威：
, .不正アクセス
2.ウイルス（対策済）
3.職員

国時
セキュリティ
ポリシーの

制定

情報化推進本
部による
管理運営

一一一
司法fi~：：~

（子るぞるがl/l~/Gl.lfJf;僻{,I ｝・「現十在l
f綿／ごクぷん ‘ 

でLB ぐζ~f~Jj.... (, I 

側販制、~r~， ~J

延岡市庁内LAN

延岡市の

大×課，

適切なセキュリティ対策をとることで、トラブルの予防
や

q
u
 



セキュリティポリシーの策定組織・運用組織

＜セキュリティポリシーの構成＞

情報セキュリティポリシー
情

方

の
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に？？セキュリテイ実施手順，〉
情報システム毎に定める情報セキュリティ対策基準に基
づいた具体的な実施手順。

情報化推進本部の下に「セキュリティポリシ一部会」を編成
＜構成＞
総務課
職員課
管財課
監査事務局
情報管理課

：文書、広報、個人情報保護条例関係
：罰則規定等関連
：庁舎管理（入退出）関連
：システム監査関連
：事務局

作成後、情報化推進本部に報告、検討、承認＝今市長決裁コホームページ・広報に掲載

策定 各部毎に作成（各部局情報化推進部会を母体とし、 ITリーダーが実働する）弓情報化推進本部に報告

※情報セキュリティ対策基準および実施手順は、詳細な対策方法が記述してあるので、公開するとセ
キュリティを破られる恐れがあるため非公開とする

運用 セキュリティポリシーは、障害発生時のマニュアルとなり、影響範囲を最小限に押さえることが可能

’ 

‘ 

｜公開｜

｜非公開 i


